
令和6 年 8 月 1 日

9 時 0 分から 18 時 0 分まで なし

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

法人（事業所）理念
「障がいの有無にかかわらず、共に育み・共に喜び・共に生きる」地域に根ざした障がい者・児支援施設を運営することで、ご利用者の皆様が住み慣れた地で過ごすことができるよう努め
ています。

（別添資料１）

事業所名 社会福祉法人共生会　障がい児通所支援事業所きらら 支援プログラム（放課後等デイサービス） 作成日

支援方針

子どもの主体性と個性を尊重し、可能な限り自己決定できるよう支援します。ご利用者が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団活動に適応することができるよう、生活
能力の向上のために必要な訓練を行います。更には、社会との交流を図ることができるよう、ご利用者の身体及び精神の状況、並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な支
援を行うことを目的とします。

営業時間 送迎実施の有無

支　援　内　容

本
人
支
援

睡眠、食事、排泄等の基本的な生活習慣や健康状態の維持・改善に必要な生活リズムの形成、また生活に必要な生活スキル（食事マナー、あいさつ、衛生面、身の回りの清潔　等）を獲得
するための支援を行います。
・健康状態の維持・改善（来所時の体温測定、日々の健康観察　等）
・生活習慣や生活リズムの形成（放課後・長期休暇時の規則正しい生活の維持、時間に応じた行動の切り替え、衣服の調節、室温の調節、病気の予防や安全に関する支援　等）
・基本的生活スキルの獲得（食事に関する支援、歯磨き指導、食育学習、整理整頓、室内掃除　等）

運動遊び等の活動を通じて、姿勢の保持や基本的な運動機能の向上、また筋力維持・強化の支援を行います。保有する感覚を十分に活用できるよう遊びを通して支援します。
・姿勢と運動・動作の基本的技能の向上（座位での姿勢指導、サーキット遊び、リズム体操　等）
・保有する感覚の活用（ピジョントレーニング、粘土、視覚や聴覚、触覚を刺激するようなゲームやクイズ　等）
・感覚の特性への対応（感覚に特性のある児童への配慮・環境設定等）

一人一人の発達や認知の特性をアセスメントし、個別に支援計画を立てています。予定等の見通しをわかりやすくすることや、感覚の特性（感覚過敏や鈍麻）に留意し、安心できる環境作
りを行っています。
・認知の特性についての理解と対応（発達特性に応じた個別課題や訓練、こだわりや偏食等に対する支援　等）
・対象や外部環境の適切な認知と適切な行動の習得（ブロックなど立体の造形物を使った創作活動、音楽やリズムを使って五感を刺激する活動　等）
・行動障害への予防及び対応（環境設定、小集団での活動、ソーシャルスキルトレーニング　等）

相手の意図を理解したり、自分の考えを伝えたりする等、コミュニケーションの基礎的能力の向上や状況に応じて主体的にコミュニケーションを取ることができるよう支援します。
・言語の形成とコミュニケーションの基礎的能力の向上（読書、ソーシャルスキルトレーニング　等）
・言語の需要と表出（活動後の振り返り発表、お礼の手紙　等）
・コミュニケーション手段の選択と活用（絵カード、タブレット学習　等）
・読み書き能力の向上（個に応じた課題プリント、かるた遊び　等）

仲間づくりや集団への参加を通じて、他者へのかかわり方や社会的スキルの向上を支援します。
・アタッチメントの形成と安定（親子ふれあい会、親子遠足　等）
・他者との関わりの形成（ルールのある活動、園外活動　等）
・遊びを通じた社会性の促進（買物体験、昔遊び　等）

主な行事等
お花見、お楽しみ会、スポレク大会、いちご狩り、創作活動、映画会、農業体験、親子ふれあい会、社会体験、クッキング、食育学習、手品観賞、避難・防犯訓練、防災学習、歯科学習、
親子遠足、ハロウィン、クリスマス会、年賀状作成、書初め、お正月遊び、節分、ひなまつり会、買物体験、季節に合わせた行事など

家族支援

・必要に応じて訪問相談、対面相談、オンライン相談を実施します。
・ペアレントトレーニングや子育てに関する研修会への情報提供、親子行事（親
子遠足、親子ふれあい会、社会体験学習等）への参加を通じ、支援に関する学び
の機会を提供します。
・ご家族のレスパイトの時間の確保や就労等による預かりニーズに対応します。

移行支援

・関係機関と連携し、将来的な移行先に向けた助言や相談援助を行い安心
して地域移行できるようにします。
・移行先について、ご家族への情報提供や進路や移行先の選択について、
ご本人やご家族へ相談援助を行います。

地域支援・地域連携

・ご利用者が通う学校等との情報連携や調整、支援方法や環境調整等に関するる
相談援助、個別支援計画の作成又は見直しに関するケース会議の開催を行いま
す。
・障がいのある子どもたちの社会経験や生活経験が豊かになるよう、地域交流を
積極的に行い、社会体験学習の実施や法人事業所の行事への参加、園外活動など
を実施しています。

職員の質の向上

ご利用者サービスの向上を中心に、支援に関する技術の習得及び人権擁護
や虐待防止等について正しい知識を学び、理解を深めていくための研修を
実施しています。
・虐待防止、身体拘束適正化研修　・ハラスメント研修
・感染症、感染症BCP研修、訓練　 ・安全管理研修
・防災、防災BCP訓練、研修　     ・防犯訓練、研修
・療育支援に関する研修　        ・ペアレントトレーニング研修　等

あり


